
事 務 連 絡  

                                                   平成２９年２月１７日  

 

各都道府県教育委員会都道府県立学校担当課 

各都道府県教育委員会市区町村立学校担当課   御中 

各 都 道 府 県 知 事 部 局 学 校 法 人 担 当 課 

 

文部科学省初等中等教育局教育課程課  

 

理科教育設備整備費等補助金（設備整備）に係る事業実施計画の把握について（照会） 

 

 平素より学習指導要領の円滑な実施に御尽力いただきありがとうございます。 

 さて、理科教育設備整備費等補助金における「理科設備」「算数・数学設備」の整備について

は、平成２９年度予算（案）において１７．５億円計上しているところです。また、平成２８年

度第２次補正予算約３．４億円のうち一部を次年度に繰り越すよう現在協議を進めております。 

つきましては、平成２９年度に補助を希望する貴都道府県内公立学校及び私立学校の事業実施

計画について、下記事項に留意の上作成し、以下の送付先まで御提出願います。 

なお、事業スケジュール等を含め内容につきましては、平成２９年度予算成立前のため、変更

が生じる場合があることをご承知置きください。 

現行学習指導要領のポイントである観察・実験を重視した理科教育を実現する環境整備の機会

として、御検討をお願いします。 

 

記 

 

１．提出書類 

(1) 別紙 平成29年度理科教育設備整備費等補助金【設備整備】事業実施計画一覧 

(2) 別表 平成29年度理科教育設備整備費等補助金【設備整備】補助事業者一覧 

 

※ 公立学校分、私立学校分に分けて、それぞれ御提出下さい。 

※ 都道府県立・市区町村立学校は、公立学校分として取りまとめて作成してください。 

※ 様式は変更せず、また、必ず今回提供する様式を使用してください。 

 

２．提出期日 

平成２９年３月１７日（金） 締切 

 



３．提出方法 

Ｅメールにて、エクセルファイルを御提出ください。（郵送不要） 

送付先アドレス ： kyozai@mext.go.jp   

※計画がない場合もその旨回答願います。 

 

４．今後のスケジュール等について 

平成２９年 ３月１７日（金）  事業実施計画の提出期限 

３月 下旬     内定（予定） 

５月１９日（金）  交付申請 提出締切（予定） 

６月１６日（金）  交付決定（予定） 

 

５．補助対象について 

（１）小学校並びに特別支援学校の小学部については取得価格が１組１万円未満の設備、中学校

並びに中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部については取得価格が１組２万円未

満の設備、高等学校並びに中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部については取得

価格が１組４万円未満の設備は、補助対象に含まないものとする。 

（２）補助対象となる経費は、原則、交付決定以後のものに限られるので、整備に当たっては十

分注意すること。 

（３）その他、補助対象学校や補助対象経費についての規定は、平成２８年２月１０日付け事務

連絡と同様とする。 

 

 ※ 理科教育設備整備費等補助金の制度について 

   以下のURLに交付要綱等を掲載しております。ご参照ください。 

   http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/rikasansuu/ 

※ 今年度の交付申請を提出されていない（今年度の整備額が「０」の）都道府県・市区町村

・学校法人については、現行学習指導要領の実施に必要な設備が整備されているかどうか、

今一度御確認願います。 

※ 各学校が「理科設備」「算数・数学設備」の充足状況を自己点検できるようにチェックシ

ートを作成しました。送付いたしますので、今後の環境整備の際に参考にしていただけると

幸いです。 

 

担当 ①執行関連 文部科学省初等中等教育局教育課程課 庶務・助成係 嶋田、中島 

  ②制度関連 文部科学省初等中等教育局教育課程課 教育課程第二係 荻野、高山 

電話：０３－５２５３－４１１１（内線①：２３６４、②：２６１３）   

Ｅメール：kyozai@mext.go.jp 


